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議員協議会室

（１）議案の概要説明とその取り扱いについて

（２）その他



○鷹野副委員長 はい、失礼いたします。皆さんおはようございます。 

6 月定例最終日です。ただいまから、議会運営委員会を開催いたします。まず、委員長挨拶

をお願いいたします。 

○山下委員長 おはようございます。早朝の議会運営委員会を開催しましたところ、全員の参加

をいただきありがとうございます。本日は最終日なので、皆さんの意見、活発な意見を期待

しております。 

それでは早速協議に入りたいと思います。議案の概要説明と、その取扱いについて、議案

提案に関するものは 3案です。事務局より説明を求めます。 

本多事務局長。 

○本多事務局長 はい。まず、発議第 3号になります。これにつきましては、先般ですね朝礼の

中でも説明をさせていただきましたが、愛南町長において専決することができるものの指定

の一部改正についてです。提案理由につきましては、地方自治法の改正により、引用条文の

改正が必要となったためということになります。山下委員長が提案理由の説明をいたしま

す。 

続いて、議員派遣なんですが、これにつきましては 7月 27 日に松山市であります第 1回議

会議員研修会がありますので、これについて議員派遣のほうを諮っていただきます。最後

に、所管事務調査の件なんですが、別添の一覧表のとおり所管事務調査が出ておりますの

で、これについて諮っていただくことになります。以上です。 

○山下委員長 以上説明が終わりました。 

質疑ありませんか。ないようですので次に移ります。 

その他で、発言取消し申入れについて、嘉喜山議員の発言取消申出書について事務局より

説明を求めます。 

本多事務局長。 

○本多事務局長 嘉喜山議員から発言取消申出書が提示されております。取消し部分は、申出書

のとおりです。発言取消しの場合は、会期中に議会の許可が必要になります。本日の日程の

中で、許可を諮るタイミングなんですけども、開議宣告の後となります。表決方法は、簡易

表決で、許可することに異議ありませんかという形で諮ります。異議なしとなれば、許可を

決定するという流れになります。 

以上です。 

○山下委員長 ただいま説明が終わりました。質疑のある方。 

はい。金繁委員。 

○金繁委員 はい。これ表決とらんといけんもんですか。私以前、訂正を本会議でしたんですけ

れども、表決は不要だったんですが、議長の承認があったらいいんじゃないですか、表決は

必ず必要なんですか。 

○山下委員長 はい、本多事務局長。 

○本多事務局長 はい。取消しとですね変更がありまして、取消しにつきましては、議会の許可

が必要となります。変更につきましてはですね、議長の許可ということになります。 

以上です。 

○山下委員長 よろしいですか。ちょっと変更と取消しの内容が、区別がわかりにくいんやけどい

いですか。 



それではその他、その他ほかに何かございませんか。 

事務局からは。 

はい、ありません。ほかにありませんのでこれで議会運営委員会を終了します。 

 

 

 

          議会運営委員会委員長 


